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○南相馬市公共調達等における市内優先発注及び市内製品等の優先活用に係る実施

要綱 

令和８年３月３０日 

告示第７０号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、本市における公共調達等の執行に当たり、地元業者の育成及び受注機

会の確保を通じて本市の地域経済の振興を図るため、適正な競争原理のもと公平性を確保

した上で、地元業者への優先発注及び市内製品等の優先活用について、必要な事項を定め

るものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

(1) 公共調達等 市が直接発注する公共調達のほか、市の指定管理施設に係る管理運営及

び補助事業者等が本市に準じた措置を講ずる調達をいう。 

(2) 地元業者 市内業者及び準市内業者をいう。 

(3) 市内業者 南相馬市内に本店又は本社（以下「本店等」といい、建設工事にあっては、

「主たる営業所」として建設業法（昭和２４年法律第１００号）の規定による許可を受

けていること。）を有している事業者をいう。 

(4) 準市内業者 南相馬市内に支店又は営業所（以下「支店等」といい、建設工事にあっ

ては、建設業法の規定による許可を受けた営業所であること。）を有し、本店等から年

間委任状が提出され、請負契約の見積もり、入札、契約締結等に係る実質的な行為を行

うなど一定の要件を満たす事業者をいう。ただし、別に定めるもののほか、従業者数以

外の準市内業者の要件を満たし、かつ、当該支店等において５人以上の従業者数がいる

場合、当該事業者を市内業者とみなすことができる。 

(5) 市外業者 市内業者及び準市内業者を除く事業者をいう。 

(6) 元請 南相馬市元請・下請関係適正化指導要綱（令和４年南相馬市告示第２９号）第

２条第１項に定めるもののほか、市から直接業務を請け負った者をいう。 

(7) 下請 南相馬市元請・下請関係適正化指導要綱第２条第２項に定めるもののほか、あ

らかじめ市長が承諾した業務の一部の再委託を請け負った者をいう。 

(8) 市内製品等 市内の工場等で生産・製造・加工されたもの又は市内代理店等を仲介し

て販売しているものとする。 

(9) 補助事業者等 市が交付する補助金を受けて、補助事業等を行う事業者等をいう。 

（準市内業者の要件） 

第３条 準市内業者の要件は、次に掲げるものとする。 

(1) 次の要件を満たし、事務所としての形態を整えていること。 

ア 事務所の所在を明らかにした看板又は表札が掲示されていること。 

イ 建設工事業者にあっては、建設業法第４０条に規定する標識が掲示されていること。 

ウ 事務等を執り行える事務用什器（机、椅子等）や事務用機器（電話等の通信機器）
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が具備されていること。 

エ 支店等設置後、工事の請負、物品の買入れその他の契約を指名競争入札の方法によ

り締結しようとする場合における当該入札に参加する者に必要な資格等の指定（平成

１８年南相馬市告示第３号。以下「入札参加資格」という。）に基づく申請書提出時

点において１年以上の期間を経過していること。 

(2) 次の要件を満たし、営業活動を行い得る人的配置（従業者数５人未満）がなされてい

ること。 

ア 建設の請負契約にあっては、建設業法で定める専任の技術者が常駐していること。 

イ 設計等のうち、法令により技術者の配置が必要とされている業種にあっては、１人

以上の技術者が配置されていること。 

ウ 常駐する従業員がいること。 

エ 本店等から支店等に対して契約権限について委任され、それを証する書面が市へ提

出されていること。 

(3) 常時、市の契約担当課と連絡がとれる体制となっていること。 

(4) 本市に納付すべき法人市民税の納付実績があること。 

２ 前項に関わらず、市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、支店等と認めないも

のとする。 

(1) 配置人員が市外の本店等と兼務になっており、不在の状態が頻繁となっていると市長

が認める場合 

(2) 電話が常時、不在転送の状態になっている場合又は電話の単なる取次ぎを目的とした

連絡員を配置している状態と市長が認める場合 

３ 市長は、前２項の要件を満たしていることを確認するため、必要に応じ、実態調査を行

うことができるものとする。 

（市が直接発注する公共調達） 

第４条 市が直接発注する工事又は製造の請負、調査、測量、設計及び管理の委託、物品の

購入その他契約に係る公共調達については、工事の請負、監督員を要する測量・建設コン

サルタント等業務の委託、物品の買入れ（単価契約を含む。）、その他の契約に区分する

こととし、南相馬市財務規則（平成１８年南相馬市規則第３７号）及び入札参加資格のほ

か、入札契約の執行手続について関係法令を遵守するものとする。 

２ 工事の請負に係る入札契約の執行手続に当たっては、別に定めるもののほか、次の各号

に掲げる視点をもとに実施するものとする。 

(1) 市内業者の受注機会の確保 

入札参加資格の名簿に登録された者から、原則として市内業者を優先して選定するも

のとする。なお、一定の競争性が確保されると判断できる場合は、市内業者のみで入札

を行うものとする。 

ただし、市内業者だけでは競争性が確保できないとき又は技術的難易度の高い建設工

事で市内業者のみで対応できないときは、事業者の有する資格、実績、経験等を総合的

に勘案して、準市内業者、市外業者の中から県内、県外の順に拡大するものとする。そ
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の際、市内業者以外の者の全部又は一部をまとめて検討することを妨げるものではない。 

(2) 分離発注の活用 

工事に対しての適切な業者の確保を図る視点を踏まえた上で、分離発注に努めることに

より、市内業者の育成及び受注機会の確保を図るものとする。 

(3) 特定建設工事共同企業体（特定JV）の活用 

その工事の規模、難易度、性格等に照らし、共同企業体による施工が必要と認められ

る大規模工事においては、市内業者の技術力の向上及び受注機会の確保を図るため、市

内業者を構成員とした共同企業体を活用した発注に努めるものとする。 

(4) 下請業者の選定における市内業者の活用 

市内業者の活用は、地元雇用の創出、中長期的な担い手の確保及び地域経済の活性化

に寄与するため、市外業者を対象とする大規模工事においては、工事内容を勘案した上

で、施工に当たって可能な限り市内業者と下請契約を締結するよう、入札公告等に明記

するよう努めるものとする。 

(5) 発注時期の平準化及び計画的な発注 

工事の発注時期が平準化されることで、市内業者の受注機会の拡大、担い手の確保及

び経営の安定化が図られるため、発注時期の平準化に努めるものとする。また、適正な

工期の設定に配慮し、計画的な発注に努めるものとする。 

(6) 市内製品等の活用 

公共工事の建設資材等について、可能な範囲で市内製品等の活用に努めるものとする。 

３ 測量・建設コンサルタント等業務の委託に係る入札契約の執行手続に当たっては、別に

定めるもののほか、次の各号に掲げる視点をもとに実施するものとする。 

(1) 市内業者の受注機会の確保 

入札参加資格の名簿に登録された者から、原則として市内業者を優先して選定するも

のとする。なお、一定の競争性が確保されると判断できる場合は、市内業者のみで入札

を行うものとする。 

ただし、市内業者だけでは競争性が確保できないとき又は技術的難易度の高い委託業

務で市内業者のみで対応できないときは、事業者の有する資格、実績、経験等を総合的

に勘案して、準市内業者、市外業者の中から県内、県外の順に拡大するものとする。そ

の際、市内業者以外の者の全部又は一部をまとめて検討することを妨げるものではない。 

(2) 計画的な発注 

適正な委託期間の設定に配慮し、計画的な発注に努めるものとする。 

４ 前２項を除く入札契約の執行手続に当たっては、別に定めるもののほか、次の各号に掲

げる視点をもとに実施するものとする。 

(1) 市内業者の受注機会の確保 

入札参加資格の名簿に登録された者から、原則として市内業者を優先して選定するも

のとする。なお、一定の競争性が確保されると判断できる場合は、市内業者のみで入札

を行うものとする。 

ただし、市内業者だけでは競争性が確保できないとき又は技術的難易度の高い委託業
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務で市内業者のみで対応できないときは、事業者の有する資格、実績、経験等を総合的

に勘案して、準市内業者、市外業者の中から県内、県外の順に拡大するものとする。そ

の際、市内業者以外の者の全部又は一部をまとめて検討することを妨げるものではない。 

(2) 市内製品等の活用 

市が使用する物品の調達に当たっては、可能な範囲で市内製品等の調達に努めるもの

とする。 

(3) 計画的な発注 

適正な委託期間の設定に配慮し、計画的な発注に努めるものとする。 

（市内製品等の活用） 

第５条 市長は、市が直接発注する公共調達において、市内製品等の優先活用に努めるもの

とする。なお、市内製品等の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。 

（指定管理者への協力要請） 

第６条 市長は、第１条の趣旨を踏まえ、公の施設を管理運営する指定管理者に対して、次

の各号について、可能な限り市に準じた措置を講じ、市内業者の受注機会の確保、地域住

民の雇用及び資材等を調達する際の市内製品等の活用に配慮するよう協力を要請する。 

(1) 管理業務の目的を損なわない清掃、警備等の業務で、あらかじめ市長が承諾した業務

の一部を再委託において事業者を選定する場合 

(2) 必要な管理運営業務に従事する職員を雇用する場合 

(3) 必要な管理運営業務の中で、指定管理者が必要と認める資材等を調達する場合 

（元請及び下請への協力要請） 

第７条 市長は、第１条の趣旨を踏まえ、市が直接発注する公共調達の受注者である元請及

び下請に対して、可能な限り市に準じた措置を講じ、市内業者の受注機会の確保、地域住

民の雇用及び資材等を調達する際の市内製品等の活用に配慮するよう協力を要請する。 

（補助事業者等への措置） 

第８条 補助事業者等への必要措置について、南相馬市補助金等の交付等に関する規則（平

成１８年南相馬市規則第３８号）第６条第４項に定めるもののほか、第１条の趣旨を踏ま

え、市長が別に定める。 

（随意契約の取扱い） 

第９条 この告示は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の２に規定

する随意契約の理由とはならないものとする。 

（その他） 

第１０条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、令和８年４月１日から施行し、令和８年１０月１日以後に締結する契約か

ら適用する。 

（従業者数の特例） 

２ 令和８年度に限り、第２条第１項第４号の「５人以上の従業者数」とあるのは「３人以
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上の従業者数」とし、第３条第１項第２号の「従業者数５人未満」とあるのは「従業者数

３人未満」とする。 

 


